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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第80期

第２四半期
累計期間

第81期
第２四半期
累計期間

第80期

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年７月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日

売上高 （百万円） 233 227 474

経常利益 （百万円） 82 104 179

四半期(当期)純利益 （百万円） 39 79 114

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 400 400 400

発行済株式総数 （千株） 7,735 7,735 7,735

純資産額 （百万円） 2,617 2,533 2,308

総資産額 （百万円） 3,767 3,675 3,359

１株当たり四半期(当期)純利益

金額
（円） 83.33 181.64 246.86

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 81.51 178.61 242.03

１株当たり配当額 （円） 5.00 5.00 15.00

自己資本比率 （％） 69.4 68.8 68.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 73 95 187

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 55 330 68

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △42 △43 △220

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 811 1,143 760

 

回次
第80期

第２四半期
会計期間

第81期
第２四半期
会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 26.57 100.74

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第80期第２四半期累計期間の１株当たり配当額5.00円は、創業90周年記念配当2.00円を含んでおります。

５．平成29年１月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、１株当た

り四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、当該株式

併合が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第２四半期累計期間における世界経済は、政治的リスクとして反グローバル化の流れが顕在化し、輸出依存

度の高い国々にとっては不確実性が拡大してしまいました。アメリカ経済は短・中期的には成長が見込まれる一

方、過剰なドル建て債務を抱える新興国は、資金流出に加えて金融問題のリスクが表面化しつつあります。国内

経済も、金融政策・財政政策が限定的となり、成長戦略も高齢化・人口減少というハンディの中、頼みのインフ

ラ輸出が世界経済と政治の影響を大きく受けるために、経済成長はより不確実となってしまいました。

このような状況下においても、当社はマクロ経済の動きに一喜一憂することなく、全社的構造改革の推進と、

環境変化への対応を確実に進めて参りました。

当社の賃貸土地（小牧市堀の内、名古屋市中区丸の内、大垣市寺内町）においては、賃料収入が引き続き安定

的に推移しております。賃貸マンションにおいては、供給過剰かつ需要減少の環境においても、競合と差別化さ

れた部屋造りや管理サービスによって、当第２四半期累計期間も引き続き高い入居率（96.4%）を維持しており

ます。また、さらなる競争力の向上のためにスマートフォンに対応した自社集客サイトの改良や、収益力の向上

のために低コストでも見込み客を惹きつけるリノベーション手法（ペルソナ）に取り組んでおります。

一方、歯止めのかからない人口減少や地域的偏重に対処するために、物件の買い換えに着手しております。平

成28年10月には愛知県春日井市の賃貸マンションを譲渡いたしました（代替物件は、名古屋市内で深索をめぐら

しております）。

以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、全体で、売上高227百万円（前年同四半期比2.6％減）、営

業利益94百万円（同29.6％増）、経常利益104百万円（同27.5％増）、四半期純利益79百万円（同101.0％増）と

なりました。

なお、当社は、賃貸不動産事業の割合が高く、賃貸不動産事業以外の事業については重要性が乏しいと考えら

れるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

（２）財政状態の分析

（流動資産）

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、1,310百万円（前事業年度末は926百万円）となり、

384百万円増加いたしました。この主な要因は、みそのマンション春日井の売却により現金及び預金が増加

（920百万円から1,303百万円へ382百万円の増加）したこと等によるものであります。

（固定資産）

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、2,364百万円（前事業年度末は2,432百万円）となり、

67百万円減少いたしました。この主な要因は、株式の時価の上昇による投資有価証券の増加（1,253百万円か

ら1,526百万円へ272百万円の増加）があったものの、みそのマンション春日井の売却に伴う有形固定資産の減

少（1,169百万円から830百万円へ338百万円の減少）があったことによるものであります。

（流動負債）

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、141百万円（前事業年度末は115百万円）となり、25百

万円増加いたしました。この主な要因は、未払法人税等の増加（36百万円から55百万円へ19百万円の増加）及

びその他（主に未払消費税等）の増加（78百万円から85百万円へ７百万円の増加）があったこと等によるもの

であります。

（固定負債）

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、1,001百万円（前事業年度末は935百万円）となり、65

百万円増加いたしました。この主な要因は、繰延税金負債が増加（367百万円から434百万円へ66百万円の増

加）したこと等によるものであります。
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（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、2,533百万円（前事業年度末は2,308百万円）となり、

225百万円増加いたしました。この主な要因は、投資有価証券の時価の上昇に伴いその他有価証券評価差額金

が増加（791百万円から980百万円へ189百万円の増加）したこと等によるものであります。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は1,143百万円となり、前事業年度末に比べ

382百万円の増加となりました。また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりであります。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

営業活動の結果、得られた資金は95百万円（前年同期は73百万円の獲得）となりました。この主な要因は、税

引前四半期純利益115百万円及び減価償却費19百万円の計上があったものの、法人税等の支払額が35百万円あっ

たこと等によるものであります。

 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

投資活動の結果、得られた資金は330百万円（前年同期は55百万円の獲得）となりました。この主な要因は、

みそのマンション春日井の売却による収入331百万円があったこと等によるものであります。

 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

財務活動の結果、使用した資金は43百万円（前年同期は42百万円の使用）となりました。この主な要因は、配

当金の支払い43百万円を行ったこと等によるものであります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

当第２四半期累計期間において、研究開発活動について重要な変更はありません。当第２四半期累計期間にお

ける研究開発費は、434千円でした。

 

（６）従業員数

当第２四半期累計期間において、従業員の著しい増減はありません。

 

（７）主要な設備

当第２四半期累計期間において、以下の主要な設備を売却しております。

資産の内容及び所在地 帳簿価額 譲渡価額 売却年月

みそのマンション春日井

土地　1,638.26㎡

愛知県春日井市如意申町七丁目２番７、２番17

２番18、２番19、２番20、２番21、２番22

建物　2,460.86㎡

愛知県春日井市如意申町七丁目２番地７、２番地17

２番地18、２番地19、２番地20、２番地21

321百万円 341百万円 平成28年10月
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,735,000

計 19,735,000

(注)平成28年９月28日開催の第80期定時株主総会の決議により、平成29年１月１日付で株式併合に伴う定款の変更を行

い、提出日現在の発行可能株式総数は17,761,500株減少し、1,973,500株となっております。

 

②【発行済株式】

種　類
第２四半期会計期間末
現在発行数 (株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内　容

普通株式 7,735,000 773,500
名古屋証券取引所

市場第二部

単元株式数1,000株

(提出日現在100株）

計 7,735,000 773,500 ― ―

(注)平成28年９月28日開催の第80期定時株主総会の決議により、平成29年１月１日を効力発生日として普通株式10株

を１株にする株式併合、及び、単元株式数を1,000株から100株にする変更を行い、提出日現在の発行済株式総数

は6,961,500株減少し、773,500株となっております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 年 月 日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
(千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 7,735,000 － 400,000 － 41,291

(注)平成28年９月28日開催の第80期定時株主総会の決議により、平成29年１月１日を効力発生日として普通株式10株

を１株にする株式併合を行い、提出日現在の発行済株式総数は6,961,500株減少し、773,500株となっております。
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（６）【大株主の状況】

  平成28年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツノダ 愛知県小牧市大字三ツ渕字東播州1604-1 3,330 43.06

株式会社ツノダメンテナンス 愛知県小牧市大字三ツ渕字東播州1604-1 1,208 15.63

角田重夫 愛知県名古屋市昭和区 318 4.12

松澤孝一 茨城県水戸市 292 3.78

池本　治 広島県広島市西区 202 2.61

株式会社愛知銀行 愛知県名古屋市中区栄3丁目14-12 200 2.59

株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地 150 1.94

中　昌直 岡山県岡山市南区 150 1.94

猪子公子 愛知県名古屋市千種区 147 1.90

花房太郎 奈良県北葛城郡上牧町 134 1.73

計 － 6,133 79.29

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,330,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,330,000 4,330 －

単元未満株式 普通株式 75,000 － －

発行済株式総数 7,735,000 － －

総株主の議決権 － 4,330 －

(注)平成28年９月28日開催の第80期定時株主総会の決議により、平成29年１月１日を効力発生日として普通株式10株

を１株にする株式併合を行い、提出日現在の発行済株式総数は6,961,500株減少し、773,500株となっております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツノダ
愛知県小牧市大字三ツ

渕字東播州1604-1
3,330,000 － 3,330,000 43.06

計 － 3,330,000 － 3,330,000 43.06

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成28年10月１日から平成28

年12月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年７月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、みかさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 920,917 1,303,084

売掛金 1,411 －

繰延税金資産 2,777 3,214

その他 1,402 4,593

流動資産合計 926,507 1,310,892

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 539,637 363,553

土地 614,614 454,614

その他（純額） 15,241 12,702

有形固定資産合計 1,169,493 830,870

無形固定資産 358 273

投資その他の資産   

投資有価証券 1,253,635 1,526,479

その他 12,734 10,542

貸倒引当金 △3,334 △3,204

投資その他の資産合計 1,263,035 1,533,817

固定資産合計 2,432,887 2,364,960

資産合計 3,359,395 3,675,853

負債の部   

流動負債   

買掛金 832 3

未払法人税等 36,226 55,293

賞与引当金 501 512

その他 78,256 85,419

流動負債合計 115,817 141,228

固定負債   

繰延税金負債 367,607 434,024

退職給付引当金 4,380 4,735

役員退職慰労引当金 86,903 90,266

長期預り保証金 476,598 472,047

固定負債合計 935,489 1,001,073

負債合計 1,051,306 1,142,302
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年６月30日)
当第２四半期会計期間
(平成28年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 41,381 41,492

利益剰余金 1,642,234 1,678,189

自己株式 △570,546 △570,499

株主資本合計 1,513,069 1,549,182

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 791,348 980,698

評価・換算差額等合計 791,348 980,698

新株予約権 3,670 3,670

純資産合計 2,308,088 2,533,550

負債純資産合計 3,359,395 3,675,853
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成27年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高   

商品売上高 7,963 1,876

不動産賃貸収入 225,927 225,911

売上高合計 233,890 227,788

売上原価   

商品売上原価 7,167 1,689

不動産賃貸原価 50,921 39,337

売上原価合計 58,088 41,027

売上総利益 175,801 186,760

販売費及び一般管理費 ※ 102,980 ※ 92,354

営業利益 72,821 94,406

営業外収益   

受取利息 80 53

受取配当金 8,763 8,403

貸倒引当金戻入額 60 130

雑収入 607 2,122

営業外収益合計 9,511 10,709

営業外費用   

支払手数料 1 0

雑損失 2 129

営業外費用合計 3 130

経常利益 82,330 104,985

特別利益   

固定資産売却益 － 10,653

特別利益合計 － 10,653

特別損失   

固定資産売却損 22,785 －

特別損失合計 22,785 －

税引前四半期純利益 59,544 115,639

法人税、住民税及び事業税 28,348 53,156

法人税等調整額 △8,604 △17,508

法人税等合計 19,743 35,647

四半期純利益 39,800 79,991
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年７月１日
　至　平成27年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年７月１日
　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 59,544 115,639

減価償却費 25,081 19,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 275 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 980 355

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,363 3,363

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 △130

受取利息及び受取配当金 △8,844 △8,457

固定資産売却損益（△は益） 22,785 △10,653

売上債権の増減額（△は増加） 2,161 1,387

たな卸資産の増減額（△は増加） 198 △48

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,746 △3,118

その他の固定資産の増減額（△は増加） 842 2,083

仕入債務の増減額（△は減少） △1,680 △829

未払金の増減額（△は減少） △3,840 △2,789

未払費用の増減額（△は減少） 1,668 209

長期預り金の増減額（△は減少） △1,487 △4,551

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,982 10,242

小計 99,224 122,147

利息及び配当金の受取額 8,844 8,457

法人税等の支払額 △34,315 △35,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,754 95,507

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,696 △1,665

有形固定資産の売却による収入 78,986 331,681

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

貸付金の回収による収入 60 60

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,302 330,029

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △260 △43

配当金の支払額 △42,424 △43,528

自己株式の処分による収入 － 201

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,684 △43,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,372 382,167

現金及び現金同等物の期首残高 724,823 760,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 811,195 ※ 1,143,084
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

　該当事項はありません。

 

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

 

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期会計期間から適用しております。

 

 

（四半期貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

 

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成27年７月１日

　　至 平成27年12月31日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成28年７月１日

　　至 平成28年12月31日）

報酬及び給与手当 33,674千円 33,438千円

顧問料 25,532 20,683

役員退職慰労引当金繰入額 3,363 3,363

賞与引当金繰入額 758 512

退職給付費用 980 355

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自　平成27年７月１日
至　平成27年12月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年７月１日
至　平成28年12月31日）

現金及び預金 971,195千円 1,303,084千円

預入期間が３か月超の定期預金 △160,000 △160,000

現金及び現金同等物 811,195 1,143,084
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年９月25日

第79期定時株主総会
普通株式 42,987 9.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日  利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、効力発生日が当第２四半期会計期間末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年２月８日

取締役会
普通株式 23,878 5.00 平成27年12月31日 平成28年３月３日  利益剰余金

(注) １株当たり配当額には創業90周年記念配当2.00円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成28年12月31日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年９月28日

第80期定時株主総会
普通株式 44,036 10.00 平成28年６月30日 平成28年９月29日  利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、効力発生日が当第２四半期会計期間末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年２月13日

取締役会
普通株式 22,020 5.00 平成28年12月31日 平成29年３月３日  利益剰余金

(注) １株当たり配当額については、基準日が平成28年12月31日であるため、平成29年１月１日付の株式併合前の金額を

記載しております。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は「賃貸不動産事業」及び「自転車事業」を行っております。当社の報告セグメントは「賃貸不動産事

業」のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成27年７月１日
至　平成27年12月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年７月１日
至　平成28年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 83円33銭 181円64銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 39,800 79,991

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 39,800 79,991

普通株式の期中平均株式数（千株） 477 440

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 81円51銭 178円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 10 7

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注)平成29年１月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、１株当たり四半

期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当該株式併合が前事業年度の期首に行わ

れたと仮定して算定しております。

 

（重要な後発事象）

（株式併合及び単元株式数の変更）

　当社は平成28年８月10日開催の取締役会において、平成28年９月28日開催の第80期定時株主総会に普通株式の

併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認され、平成29年１月１日で

その効力が発生いたしました。

 

(1）株式併合及び単元株式数の変更の目的

　全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位

を100株に統一することを目指しております。

　当社は、名古屋証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株

式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準

（５万円以上50万円未満）を勘案し、株式併合を実施いたしました。
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(2）株式併合の内容

①　株式併合する株式の種類

普通株式

②　株式併合の方法・比率

　平成29年１月１日をもって、平成28年12月31日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式10株につき

１株の割合で併合いたしました。

③　効力発生日における発行可能株式総数

発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更いたしました。

変更前の発行可能株式総数 変更後の発行可能株式総数（平成29年１月１日）

19,735,000株 1,973,500株

④　株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成28年12月31日現在） 7,735,000株

株式併合により減少する株式数 6,961,500株

株式併合後の発行済株式総数 773,500株

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び

併合割合に基づき算出した理論値です。

⑤　１株未満の端数が生じる場合の処理

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その

処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

 

(3）単元株式数の変更の内容

 株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

 

(4）株式併合及び単元株式数の変更の日程

取締役会決議日 平成28年８月10日

株主総会決議日 平成28年９月28日

株式併合及び単元株式数の変更 平成29年１月１日

 

(5）１株当たり情報に及ぼす影響

　１株当たり情報に及ぼす影響につきましては、当該箇所に記載しております。

 

(6)新株予約権の権利行使価額の調整

株式併合に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの権利行使価額を、平成29年１月１日以降、次のとおり調

整いたします。

発行決議日 調整前権利行使価格 調整後権利行使価額

平成24年５月22日　取締役会決議 330.4円 3,304円

 

２【その他】

　平成29年２月13日取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・22,020千円

　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・5円00銭

　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成29年３月３日

　　　(注)１．平成28年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。

　　　　　２．１株当たりの金額については、基準日が平成28年12月31日であるため、平成29年１月１日付の株式併合前

の金額を記載しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年２月13日

株式会社ツノダ

取締役会　御中

 

みかさ監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 安田　幸一　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小橋川　保子　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツノダ

の平成28年７月１日から平成29年６月30日までの第81期事業年度の第２四半期会計期間（平成28年10月１日から平成28年

12月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年７月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツノダの平成28年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

 　　　 ２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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